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新型コロナウイルス発生に伴う中国への渡航について（第２報） 

 

中国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスによる肺炎が、中国国内だけで

なく国外にも拡大しつつあります。 

現時点で、感染力や伝播経路については不明ですが、武漢市のある湖北省への渡航は、

当面禁止とします。また、その他の中国全土への不要不急の渡航は、禁止とします。 

今後、新たな情報が入り次第、ポータルサイトで対応をお知らせします。 

 

記 

【やむを得ず中国に渡航する場合の注意】  

（１）渡航前にすること 

  「いつからいつまで」「どこに」渡航するかを大学に報告する。 

（２）渡航中に注意すること 

  ①家畜や野生動物との接触を避ける。 

  ②調理が不十分な食物の摂取を避ける。 

  ③体調の悪い方や病気の方との接触を避ける。 

  ④必ずマスクを着用し、手洗い、うがいも励行する。 

  ⑤体調が悪い場合は、医療機関を受診。治癒してから帰国する。 

（３）帰国してから 

  帰国後、直ちに健康管理センター（0480-33-7539）に電話連絡をし、指示を仰ぐこと。 

（感染を拡げない為に、直接来室せず、電話連絡を！） 

（４）医療機関を受診する場合（コロナウイルスを疑う症状がある場合） 

  ・必ず電話連絡をし、病院の指示で受診する。 

・電話では、「いつからいつまで」「どこに滞在し」「どういった症状があるか」を 

病院の人に伝える。 

・受診時は、必ずマスクをつけ、受付で受診理由を伝える。 

・受診結果を健康管理センターに伝える。 

【関連情報】 

   厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/index.html 

    外務省      https://www.mofa.go.jp/mofaj/ 
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